
土 壌 汚 染 の 調 査

土壌汚染調査を行うケース

　水質汚濁防止法で定められた汚水等の排出施設で、地域の県環境センター（保健所）に届け
出ている施設です。めっき施設の一部や、金属加工業などのトリクロロエチレン洗浄施設、テ
トラクロロエチレンを用いたクリーニング機などの有害物質を使用しているものが対象となり
ます。以下はその一例です。

六十三　金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
　　　ハ　カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
　　　ニ　水銀精製施設
六十五　酸又はアルカリによる表面処理施設
六十六　電気めっき施設
七十一の五　トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設

　つぎのような場合に、土壌汚染調査が必要になります。

特定施設とは・・・

事業場が特定施設
を廃止する場合

調査義務があります

3,000m²以上の
土地の再開発を

する場合

調査命令が出される
ことがあります

事業場の近くで
地下水汚染が

発見された場合

調査命令が出される
ことがあります

土地の売買に伴って
調査を求められた場合

自主調査になります

はじめに

　近年、土壌汚染は、水質・大気の汚染と同様に、大きな社会問題として取り扱われるように
なってきました。発ガン性物質や特定有害物質など、人の健康に被害を与える恐れが大きい物
質が検知されるケースが年々増加しており、国でも様々な措置が講じられるようになりました。
　また、企業にとって、所有土地の汚染の可能性は不動産の売買などの取引の際に、大きな保
有リスクとなり、その管理が重要になってきています。
　さらに、法律の改正や新法の施行などに伴い、各自治体においても、一定規模（3,000m²）以
上の土地の形質変更であって、掘削（地表から50cm以上）を伴う変更を行う際や、有害物質
の取扱い事業の廃止などをきっかけに調査資料等の提出を義務づけるようになっています。

土壌汚染調査は、(一財)新潟県環境衛生研究所にご相談ください

　当所は、土壌汚染対策法の基づいた調査を行うことができる環境省の指定機関です。
また、環境計量証明事業所として、ISO-9001に則った分析業務を行っています。
　土壌汚染状況調査に係わる調査の立案から、結果に対する評価、適切な対策措置まで対応
します。



Phase1　地歴調査

土壌汚染の可能性を検討
調査地に関する既存資料（登録簿、住宅地図、空中写真等）の収集や現地踏査、ヒアリング調査により
土壌汚染の可能性を検討します。

Phase2　土壌汚染状況調査

Phase3　詳細調査

詳細調査
調査地の地下における立体的な汚染分布を把握し、汚染機構を解明して、対策措置を検討します。

対策措置設計
調査によって提案された工法について、詳細設計を行います。

対策措置施工
土壌・地下水汚染の対策措置を実施します。

モニタリング
対策措置施工中の周辺環境への影響監視、および対策措置施工後の工事効果確認を行います。

概況調査
調査対象地で土壌ガス、土壌、地下水を採取して、表層における平面的な汚染分布を把握します。

　土壌汚染対策法では、つぎの表に示される特定有害物質が調査対象となります。

　土壌調査の流れ
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